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①平成27年２月に特別徴収（年金からの天引き）で納めている方（世帯）�

②平成27年４月から８月までの間に、新たに特別徴収（仮徴収）の対象になる方（世帯）

　平成27年２月に特別徴収として年金から天引きされた税額および保険料額と同じ額

を、特別徴収（仮徴収）として４月、６月、８月の年金から天引きします。

※平成27年4月から平成28年3月までの間に世帯主が75歳になる世帯の国民健康     　

保険税については、納付方法が特別徴収から普通徴収（納付書または口座振替で納　

付）に変わります。　

※通知書は日本年金機構が発送する年金振込通知書をもって代えさせていただきます。

　（介護保険料について、平成27年２月に特別徴収した介護保険料額と、４月、６月、

　８月に年金から天引きする保険料額が異なる場合は、別途通知します。）　　

国民健康保険税

後期高齢者
医療保険料

介護保険料


　問合せ
　保険課国民健康
　保険・医療係
　☎28・0917

　問合せ
　保険課国民健康 
   保険・医療係
　☎28・0917

　問合せ
　保険課高齢者・
   介護係
　☎28・0100

※対象の方（世帯）には、仮徴収額決定通知書を送付します。

※上記の条件に該当していても対象にならない場合があります。詳しくは各担当までお問い合わせください。

住民税


新たに特別徴収（仮
徴収）の対象になる
方はいません。

　問合せ
　税務課課税係
　☎28・2434

●特別徴収（仮徴収）対象者(別表)

世帯主が国民健
康保険の被保険
者の世帯
世帯内の国民健
康保険の被保険
者の方全員が65
歳以上75歳未満
で構成された世帯
世帯主の特別徴
収の対象となる
年金が年額18万
円以上であり、
国民健康保険税
が介護保険料と
合わせて、年金
額の２分の１を
超えない世帯

平成27年２月１
日までに後期高
齢者医療制度の
被保険者になっ
た方
被保険者の特別
徴収の対象とな
る年金が年額18
万円以上であり、
後期高齢者医療
保険料が介護保
険料と合わせて、
年金額の２分の
１を超えない方

平成27年２月２
日までに65歳以
上になった方
被保険者の特別
徴収の対象とな
る年金が年額18
万円以上の方
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